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討議資料

参議院議員

●昭和35年11月20日、北見市生まれ
●北海道立北見柏陽高等学校卒業

 北海学園大学工学部土木工学科卒業
    北海商科大学大学院商学研究科修士課程修了
●大学卒業後、家業の建設業に8年間従事
●北見市議会議員 平成3年より 1期
●北海道議会議員 平成7年より 5期連続
●衆議院議員 2期目 ●財務大臣政務官 令和2-3年
●参議院議員 令和4年7月 初当選
●総務大臣政務官令和5-6年

【現 在】
●参議院
財政金融委員会筆頭理事
デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会筆頭理事
予算委員会委員/ 政治改革に関する特別委員会委員
●自民党  
地方組織・議員総局長代理/水産部会長/鳥獣被害対策特別委員会幹事/物流調査会幹事他
●自民党道連 副会長/ヒグマ被害対策本部長
【主な経歴】
●財務大臣政務官 ●総務大臣政務官
●参議院

 農林水産委員会理事/総務委員会委員/国会基本政策委員会委員
●自民党
農林水産関係団体委員会副委員長/厚生労働部会副部会長/経済産業部会副部会長

●参議院自民党 国会対策委員会副委員長

【政治信条】 世のため人のため 【特 技】 トイレ掃除
【趣 味】 散歩・筋トレ 【好 物】 ジンギスカン・そば
【家 族】 妻・一男二女・孫4人（男の子1人・女の子3人）
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暫定予算成立と政策検討の新たな一歩
３月３０日、参議院予算委員会が開会され、総理大臣をはじめ全大臣出席のもと、暫定予算３案は

趣旨説明・質疑・討論を経て可決、同日の本会議でも可決されました。３１日には各委員会において

日切れ法案が可決・成立し、本会議でも採決されました。新年度予算の成立には至っておりませんが、

国民生活に支障をきたすことのないよう、引き続き全力で取り組んでまいります。

また、音中道路(音威子府IC～中川IC)開通記念式典に出席し祝辞を述べました。３０年以上を経て

完成した本道路は、地域の命と生活を支える極めて重要なインフラであり、関係者の皆さまの長年の

ご尽力に深く敬意を表します。

さらに、公共事業評価の在り方をテーマとした勉強会を立ち上げ、より実効性のある政策の実現に

向けた検討を開始いたしました。今後も現場の声を踏まえ、着実に取り組んでまいります。

3月の国会・北海道での活動
財政金融委員会 採決 公共事業評価の在り方勉強会キックオフ

公共事業評価の在り方勉強会第二回

本会議にて暫定予算成立

公共事業評価の在り方勉強会
髙橋洋一氏を講師に迎えました

音中道路(音威子府IC～中川IC)
開通式開通記念式

第63回
自由民主党名寄支部定期総会
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西町三町内会 2024❜
サマーフェスティバル 7月

日々の活動はSNSで更新中！

公式HP X（旧Twitter） Facebook YouTube Instagram

「ふなはし利実」
と検索ください

札幌市西区西町 新年交礼会（1月）

令和8年（2026年）4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が

自転車にも適用されます。自転車の運転者（16歳未満の方は除く）がした一定の違反が交通反則通告制度の

対象となります。

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が

交通事故の原因となるような、歩行者やほかの車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反で

あったときは検挙されます。

青切符により検挙される違反例

重大な違反※を行った場合または、交通事故を起こした場合は刑事手続き（赤切符）で検挙されます。

※酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用（交通の危険）等

●信号無視等の16種類の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され又は、交通事故を起こした場合は、

都道府県公安委員会により、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
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